
奈良県警察署協議会運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２３年６月１７日

奈良県公安委員会

委員長 菊 池 攻

奈良県公安委員会規則第５号

奈良県警察署協議会運営規則の一部を改正する規則

奈良県警察署協議会運営規則（平成１３年４月奈良県公安委員会規則第６号）の一部

を次のように改正する。

第３条中「住所」を「連絡先」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成２３年６月１日から適用する。
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